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「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施します 

～過重労働解消に向けた監督指導や無料の電話相談などを実施～ 
 

山梨労働局(局長 生方勝)では、本年も 11月の「過労死等防止啓発月間」において、

シンポジウムやキャンペーンなどの取組を行います。 

同月間中は「過労死等防止対策推進シンポジウム」を開催して過労死等を防止する

ことの重要性について国民の皆様の関心と理解を深めていただくほか、「過重労働解

消キャンペーン」として、長時間労働等に重点を置いた監督指導を行います。 

また、11月１日（火）から 11月５日（土）を「過重労働相談受付集中期間」とし、

最終日である 11 月５日（土）には、長時間労働等に関する相談を労働基準監督官が

無料で受け付ける「過重労働解消相談ダイヤル」を全国一斉に実施します。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Press Release 

【主な取組の概要】 

１ 電話相談の実施 

（１）過重労働解消相談ダイヤル（無料） 

全国一斉に実施し、都道府県労働局の担当官が対応します。 

日 時：11月５日（土）9：00～17：00 

連絡先： 0 1 2 0
フリーダイヤル

（ 7 9 4
なくしましょう

）7 1 3
長い残業

（フリーダイヤル なくしましょう 長い残業） 

（２）相談ダイヤル以外の窓口 

以下の窓口で、相談や情報提供を受け付けています。 

ア 山梨労働局及び県内の各労働基準監督署（受付時間 平日8:30～17:15） 

イ 労働条件相談ほっとライン【委託事業】 

平日の夜間や土日・祝日に、労働条件に関し無料で相談を受け付けています。 

開設時間：月～金 17:00～22:00、土日・祝日 9:00～21:00 

連絡先： 0 1 2 0
フリーダイヤル

（811
はい！

）6 1 0
ろうどう

（フリーダイヤル はい！ 労働） 

 

２  労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問 

   11月のキャンペーン期間中に、山梨労働局長が報道機関に公開の上で、積極的

な取り組みを行っている企業を訪問し、当該企業の長時間労働の削減に向けた取

組事例を広く紹介します。 

  ※ ベストプラクティス企業とは、県内で率先して長時間労働の削減に向けた取組を実践し

ている企業のことをいいます。 

 

令和４年 10月 28日 

【照会先】 

山梨労働局 労働基準部 監督課 

課  長 太田良 雅美 

主任監察監督官 伊勢井 裕之 

（電話）055-225-2853 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３  重点的な監督指導の実施 

   11月のキャンペーン期間中に、長時間労働や若者の「使い捨て」が疑われる事

業場への監督指導を重点的に実施します。 

 

４  労使等への主体的取組の要請  

  キャンペーンの実施に伴い、使用者団体や労働組合等に協力要請を行います。 

   （使用者団体）山梨県経営者協会、山梨県中小企業団体中央会 

山梨県商工会連合会、山梨県商工会議所連合会 

山梨県労働基準協会連合会、山梨県建設業協会 

山梨県トラック協会、山梨県バス協会、山梨県タクシー協会 

  （労働組合） 日本労働組合総連合会山梨県連合会 

  （その他）  山梨県社会保険労務士会 

 

５  広報の実施 

（１）山梨労働局ホームページに「過重労働解消キャンペーン」の実施事項を  

掲載します。 

（２）パンフレット及びポスターを使用者団体や労働組合等に配布します。 

 

６ 「過労死等防止対策推進シンポジウム」を開催  

（１）日時 

令和４年11月29日（火）18:30～20:30 

（２）会場 

ベルクラシック甲府 ３Ｆ エリザベート（甲府市丸の内１-１-17） 

（３）プログラム 

ア 基調講演  「パワハラをめぐる実態と課題と対策」 

    新村 響子氏 

イ 「労働相談から考える問題と対策」 

 清水 豊氏 

ウ 「公務災害相談から考える問題と対策」 

深澤 佳人氏 

（４）申込方法 

Web  https://www.p-unique.co.jp/karoushiboushisympo 

Fax 03-6264-6445 ※資料３の裏面【参加申込書】を送付  

（５）問合せ先 

株式会社プロセスユニーク 

TEL 0570-070-072 

E-mail  karoushiboushisympo@p-unique.co.jp    

  

関係資料一覧 

 資料１ 過労死等防止啓発月間パンフレット  

 資料２ 過重労働解消キャンペーンリーフレット 

 資料３ 過労死等防止対策推進シンポジウムチラシ（山梨会場版） 
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